
令和８年度　「さかいっ子未来塾」　事業実施要項 
 

境町教育委員会教育学習課生涯学習担当 
【放課後学びっ子クラブ】 
 
１　目　的 
（１）　児童生徒の学びの機会を広げたり、家庭での時間を確保したりするために、放課後に　

　　体系的・継続的な教育活動プログラムを企画・推進する。 
 
（２）　内容に応じた多様な支援人材の発掘・依頼をし、地域のネットワーク化を図っていく。 
 
２　対象学年及び定員 
（１）対　象：町内小学４年～６年児童、中学１年～３年生徒の希望者 
　　　　　　　 
（２）定　員：１教室２０人～３０人程度とするが、希望者が多い学校は会場を分けるように　

　　　　　　し、希望者が全員参加できるようにする。 
 
３　実施について 
（１）期　間：令和８年６月から令和９年３月上旬 
 
（２）曜　日：【小学生】平日（月～金）の２日間　【中学生】平日１日 
　　　　　　　　《小学校の１日は、英語活動》 
　　　　　　　※各学校の現状と、配置する学習支援員の協力可能日により変更あり 
 
（３）時　間：放課後６０分　※時間設定は、各校の状況による 
 
（４）設置予定【令和７年度の例】 
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（５）実施日：学校行事予定等を考慮して決定 
　　　　　　　 
（６）実施方法 
      ・宿題や自主学習（ドリル・教科書・問題集など各自持参）への支援を行う。 
　　　・外国語活動はＡＬＴが指導し、支援員がサポートに入る。 
　　　　 
（７）手続き 
　　　・退会は随時受け付ける。入会は傷害保険の取扱上、初回受付時とする。 
　　　・連絡方法、児童の安全の確保のためのメール配信システムへの登録を必須し、登録後　

　　　の申し込みとする。 
 
（８）参加費：無　料（活動に備え、事務局（町）で傷害保険に加入） 
 
（９）下校方法：①保護者（代理人）による迎え、または、敷地内児童クラブへの移動を加入　

　　　　　　　　条件とする。（小学生） 
                ②通常どおり下校する。（中学生） 
 
（１０）コーディネーター 
　　　・コーディネーターは、教育委員会、各会場校及び学習支援員との連絡調整を行う。 
　　　　また、学習支援員の出勤簿やクラブ生の出席簿の集約を行う。 
　　　・クラブ生の学習プリントの作成（印刷）や管理を行う。 
　　　・学習支援員の欠席時や急用による不在時、その他必要に応じて、学習支援員の役割を　

　　　果たす。 
　　　・従事時間は支援員勤務前３０分及び支援員勤務後３０分とする。さらに必要に応じて　

　　　コーディネーター会議を行う。対応時間と謝礼金については「境町『地域の教育支援　

　　　体制等構築事業』謝礼支払基準」【別掲１】による。 
 
（１１）学習支援員 
　　　・従事時間は１日２時間（各学校の設定する学習時間の開始 30 分前から終了 30 分後

まで）とする。謝礼金については「境町『地域の教育支援体制等構築事業』謝礼支払

基準」【別掲１】による。 
　　　・1 校につき、原則として、複数名を配置する。 
　　　・学習支援員は次の業務を行う。 
　　　　（ア）　宿題や自主学習による学習習慣形成のための支援 
　　　　（イ）　問題の解説やつまずいたポイントの指導などの簡単な学習支援 
　　　　（ウ）　事前の安全確認と準備 
　　　　（エ）　クラブ生の出欠確認 
　　　　（オ）　活動中のクラブ生の健康観察と体調変化への対応                          
　　　　（カ）　終了後の片付け、整理整頓、清掃 
　　　　（キ）　下校対応（保護者への引き渡しと保護者車両の誘導）         
　　　　（ク）　迎えの遅れているクラブ生への対応 
　　　　（ケ）　会場の施錠（※会場による） 
　　　　（コ）　その他必要とされること                         
 
（１２）選定・配置 
　　　・町内を中心として公募し、登録申込み者から提出される「学習支援員登録申込書」を　

　　　もとに、教育委員会が選定し、教育長が委嘱する。 



　　　・非常勤講師や各学校ごとの地域関係者等で、学校から推薦があった者を配置する。 
      ・詳細は「境町『地域の教育支援体制等構築事業』コーディネーター・学習支援員選任　

　　　　基準」【別掲２】による。 
 
 
 
【土曜学びっ子クラブ】 

                                                                           
１　目　的 
（１）　児童の学びの機会を広げるために、土曜日に体系的・継続的な教育活動プログラムを　

　　企画・推進する。 
 
（２）　内容に応じた多様な支援人材の発掘・依頼をし、ネットワーク化を図っていく。 
 
２　対象学年及び定員 
（１）対　象：町内小学４年～６年児童の希望者 
 
（２）定　員：希望者が全員参加できるようにするために上限を設けない。 
 
３　実施について 
（１）期　間：令和８年６月から令和９年３月上旬 
（２）日　時：毎月２回程度　午前 9 時 30 分～11 時 30 分（120 分） 
　　　　　　　（第２、第４土曜日を基本とする。施設等の事情により変更あり） 
　　　　　　　　※　長期休業日も実施 
 
（３）場　所：中央公民館２Ｆ研修室　 
 
（４）実施方法 
      ・宿題や自主学習（ドリル・教科書・問題集など各自持参）への支援 
　　 
（５）手続き 
　　　・退会は随時受け付ける。入会は傷害保険の取扱上、初回受付時とする。 
　　　・連絡方法、児童の安全の確保のためのメール配信システムへの登録を必須し、登録後　

　　　の申し込みとする。 
 
（６）参加費：無　料（活動に備え、町で傷害保険に加入する） 
 
（７）参加方法：保護者（代理人）による送迎 
 
（８）コーディネーター 
　　　・コーディネーターを配置し、教育委員会、各会場及び学習支援員との連絡調整を行う。 
       また、学習支援員の出勤簿やクラブ生の出席簿の集約を行う。 
　　　・クラブ生の学習プリントの作成（印刷）や管理を行う。 
　　　・学習支援員の欠席時や急用による不在時、その他必要に応じて、学習支援員の役割を　

　　　果たす。 
　　　・従事時間は支援員勤務前３０分及び支援員勤務後３０分とする。さらに必要に応じて　

　　　コーディネーター会議を行う。対応時間と謝礼金については「境町『地域の教育支援　

　　　体制等構築事業』謝礼支払基準」【別掲１】による。 



 
（９）学習支援員 
　　　・従事時間は１日３時間（学習時間の開始 30 分前から終了 30 分後まで）とする。謝

礼金については「境町『地域の教育支援体制等構築事業』謝礼支払基準」【別掲１】

による。 
　　　・複数名を配置する。 
　　　・学習支援員は次の業務を行う。 
　　　　（ア）　宿題や自主学習による学習習慣形成のための支援 
　　　　（イ）　問題の解説やつまずいたポイントの指導など簡単な学習支援 
　　　　（ウ）　事前の安全確認と準備 
　　　　（エ）　クラブ生の出欠確認 
　　　　（オ）　活動中のクラブ生の健康観察と体調変化への対応                          
　　　　（カ）　終了後の片付け、整理整頓、清掃、消毒                           
　　　　（キ）　下校対応（保護者への引き渡しと保護者車両の誘導）         
　　　　（ク）　迎えの遅れているクラブ生への対応 
　　　　（ケ）　会場の施錠（※会場による） 
　　　　（コ）　その他必要とされること                         
 
（１０）選定・配置 
　　　・町内を中心として公募し、登録申込み者から提出される「学習支援員登録申込書」を　

　　　　もとに、教育委員会が選定し、教育長が委嘱する。 
　　　・非常勤講師や各学校ごとの地域関係者等で、学校から推薦があった者を配置する。 
      ・詳細は「境町『地域の教育支援体制等構築事業』コーディネーター・学習支援員選任　

　　　　基準」【別掲２】による。 
 
 
 
 
 
 
 
【日本語学びっ子クラブ】 
１　目　的 
（１）　外国人児童生徒の日本語習得や学びの機会を広げるために、放課後に体系的・継続的 
     な教育活動プログラムを企画・推進する。 
（２）　内容に応じた多様な支援人材の発掘・依頼をし、ネットワーク化を図っていく。 
 
２　対象学年及び定員 
（１）対　象：町内外国籍児童及び生徒で日本語の支援が必要なもの 

日本在住３年以内を原則とする。 
 
（２）定　員：特に設定はしない。 
 
３　実施について 
（１）期　間：令和８年４月下旬から令和９年３月上旬 
 
（２）曜　日：原則として、平日（月～金）の１日 
　　　　　　　※各学校の現状と、配置する学習支援員の協力可能日により変更がある。 



 
（３）時　間：平日、週１、２回程度 
　　　　　　　※時刻及び時間設定は、各校の状況による。 

              
（４）実施のめやす 
　　　【放課後】該当校の授業日で、転入後ある程度の日本語習得がみられるまで 
　　 
（５）実施方法 
      ・転入直後で日本語が理解できない児童生徒への日本語学習支援 
　　　・宿題や自主学習への支援 
 
（６）入会条件 
　　　【放課後】　コーディネーターが、学校及び該当児童生徒本人、保護者に支援の意向を　
　　　　　　　　確認し、該当校と教育委員会生涯学習課で支援することが妥当と認められ　
　　　　　　　　た場合に入会となる。 

       
（７）参加費：無料 
 
（８）コーディネーター 
　　　・コーディネーターは、教育委員会、各会場校及び学習支援員との連絡調整を行う。 
　　　　また、学習支援員の出勤簿の集約を行う。 
　　　・クラブ生の学習プリントの作成（印刷）や管理を行う。 
　　　・学習支援員の欠席時や急用による不在時、その他必要に応じて、学習支援員の役割を　

　　　果たす。 
　　　・必要に応じてコーディネーター会議を行う。対応時間と謝礼金については「境町『地　

　　　域の教育支援体制等構築事業』謝礼支払基準」【別掲１】による。 
 
（９）学習支援員 
　　　・従事時間は、原則として１日１時間（学習時間の開始時から終了時まで）とする。謝　

　　　礼金については「境町『地域の教育支援体制等構築事業』謝礼支払基準」【別掲１】　

　　　による。 
　　　・学習支援員は次の業務を行う。 
　　　　（ア）　日本語学習への支援                                              
　　　　（イ）　日本の生活及び学習習慣の習得のための支援                              
　　　　（ウ）　既習事項に応じた学習支援 
　　　　（エ）　事前の安全確認と準備                                                 
　　　　（オ）　クラブ生の出欠確認                                                   
　　　　（カ）　活動中のクラブ生の健康観察と体調変化への対応                          
　　　　（キ）　終了後の片付け、整理整頓、清掃、消毒                                  
        （ク）　その他必要とされること                                               
 
（１０）運　営 
      ・運営及びコーディネーター、学習支援員の推薦は「国際交流友の会『さ・か・い』」　
　　　　の協力のもとに行う。


